将棋ハウスみどり　会員規約

はじめに
将棋ハウスみどりは会員でなくても、ビジターとしてご利用いただけます。また、会員にならなくとも教室入会もできます。将棋ハウスみどりを多く利用される方や会員特典を受けたい方は会員になることを推奨いたします。
なお、合理的な範囲・方法により、事前に会員様の承諾を得ることなく、本会員規約を適宜変更できるものとします。会員様には、この点についても予め同意いただきます。

1. 会員の概要
将棋ハウスみどりの会員は「みどり会員」、「平日会員」、「ナイター会員」によって構成されます。

2. 入会資格
原則、高校生以上となります。但し、小中学生でも対局姿勢や態度に問題ないと判断した場合は入会を認めます。但し、将棋ハウスみどりのルールを守れないと判断した場合には入会をお断りする場合もありますのでご了承ください。

3. 入会手続き
将棋ハウスみどりのスタッフにお申し付けください。申し込みページをご案内いたします。

4. 会費の支払い
原則、クレジットカードの自動引き落としとなります。クレジットカードを所有されていない方は個別にご相談ください。

5. 会員種類の変更
会員種類（みどり会員⇒平日会員、平日会員⇒みどり会員等）の変更は可能です。将棋ハウスみどりのスタッフにお申し付けください。

6. 利用方法
入館受付表にお名前をご記入いただくだけでご利用いただけます。満席の場合は入館をお待ちいただく場合があります。

7. 休会
休会される際は休会期間とあわせてスタッフにお申し付けください。休会中は会費の引き落としを停止いたします。休会期間は最長３ヶ月です。

8. 退会
退会される際は退会理由とあわせてスタッフにお申し付けください。退会後、再入会される際には入会金が3,000円発生いたしますのでご了承ください。

9. 会員資格の失効
次のような行為があった場合は、会員資格を一時停止または失効させることがあります。
・会費、そのほかの料金についてお支払いの督促に応じていただけない場合
・将棋ハウスみどりの利用ルールを守れない場合
・将棋ハウスみどりの秩序を乱した場合
・将棋ハウスみどり、将棋ハウスみどりのスタッフまたは会員の名誉を著しく傷つけた場合
・その他会員としての品位を欠く行為のあった場合

10. その他
将棋ハウスみどりはやむを得ぬ事情かある場合、休業、移転、解散をさせていただくことがあります。諸料金は諸般の事情により一部改正させていただく場合もあります。支払済みの料金については返金に応じることはできません。
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